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標記について、下記のとおり定め、受刑者の集団編成に関する訓令（平成１８年法務省矯

総訓第３３１４号大臣訓令。以下「訓令」という。）の施行の日（平成１８年５月２４日）

から実施することとしたので、遺漏のないよう配意願います。 

なお、昭和５１年１１月１日付け法務省矯教第２２４３号当職通達「「交通事犯禁錮受刑

者の集禁及び処遇要領」の制定について」、同日付け法務省矯教第２２４４号当職通達「「交

通事犯禁錮受刑者の集禁及び処遇要領」の運用について」、昭和５３年４月１日付け法務省

矯医第６７３号当職通達「交通事犯懲役受刑者の集禁及び処遇について」及び平成１５年１

２月２６日付け法務省矯医第５０４０号当局医療分類課長通知「「受刑者分類規程の実施に

ついて」の運用上の留意事項について」は、廃止します。 

記 

１ 処遇指標の変更（訓令第４条関係） 

処遇指標を変更しようとする場合において、当該変更に伴い受刑者を他の刑事施設へ

移送することとなるときは、あらかじめ、矯正管区の長の認可を受けるものとすること。

ただし、次のいずれかに該当する場合には、認可を受ける必要はないこと。 

(1) 矯正処遇のうち、作業に関するものを変更する場合 

(2) 専ら刑名又は刑期の変更によって属性を変更する場合 

(3) 専ら年齢が基準に達したことによって属性を変更する場合 

(4) 医師の診断に基づきＭ若しくはＰの属性を指定し、又は指定しないこととする場合

（受入れ先となる刑事施設との間で移送についての協議が整っている場合に限る。） 

２ 処遇指標の判定基準（訓令第５条関係） 

(1) 矯正処遇の種類及び内容の判定基準は、別表１のとおりとすること。 

(2) 属性の判定基準は、次に掲げるところによること。 

ア Ｄの判定基準 

拘留受刑者のうち、懲役又は禁錮の刑に引き続いて拘留の刑の執行を受ける者及

び拘留の刑の執行に引き続いて懲役又は禁錮の刑の執行を受ける者を除くこと。 

イ Ｊｔの判定基準 

１６歳未満の少年のうち、義務教育未修了のため、主として教科指導を必要とする

者、心身に著しい障害があり、専門的医療措置を必要とする者その他少年院における

矯正教育の効果が期待できる者とすること。ただし、少年院に移送した後、１６歳に

達するまでの期間が３月未満の者及び矯正施設における逃走歴があるなど少年院で

の処遇上著しい支障が認められる者は除くこと。 

ウ Ｆの判定基準 

次のいずれかに該当する者とすること。 

(ｱ) 日本語の理解力若しくは表現力が不十分なこと又は日本人と風俗習慣を著しく



異にすることにより日本人と同一の処遇をすることが困難な者 

(ｲ) 「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第６条に基づく

施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」に基づく合

衆国軍隊の構成員及び軍属並びにこれらの家族並びに「日本国における国際連合

の軍隊の地位に関する協定」に基づく国際連合の軍隊の構成員及び軍属並びにこ

れらの家族 

(ｳ) 「日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との 

間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン 

及び北アイルランド連合王国との間の協定」に基づくグレートブリテン及び北ア 

イルランド連合王国の訪問部隊の構成員及び文民構成員並びに「日本国の自衛隊 

とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関す 

る日本国とオーストラリアとの間の協定」に基づくオーストラリアの訪問部隊の 

構成員及び文民構成員 

エ Ｕの判定基準 

    次のいずれかに該当する者とし、Ｕの処遇指標に対応する処遇区分に指定され

ている刑事施設において決定すること。ただし、次のいずれかに該当し、Ｕの処遇

指標を指定されていた者については、年齢が２６歳に達してもなお、引き続き同一の

刑事施設において同様の処遇を行うことが特に必要と認められる場合は、３０歳に

なるまでの間は、Ｕの処遇指標を指定することができる。 

(ｱ) ＪＡ又はＹｊＡの処遇指標を指定された者のうち、次のａないしｆのいずれ

にも該当するもの 

ａ 原則として、処遇指標にＭ、Ｐ、Ｆ及びＩのいずれも含まれていないこと。 

ｂ 執行すべき刑期がおおむね９月以上であること。 

ｃ 交通事犯集禁対象者ではないこと。 

ｄ 心身に著しい障害が認められないこと。 

ｅ 小集団の編成による少年院における矯正教育の手法や知見等を活用した

矯正処遇（以下「Ｕ処遇」という。）によらない処遇の方が改善更生に有効

であると認められる明らかな事情がないこと。 

ｆ その他、Ｕ処遇を行うことに著しい支障が認められないこと。 

(ｲ) ＹＡの処遇指標を指定され、かつ、次のａないしｆのいずれにも該当する者

のうち、Ｕ処遇を行う効果が高いと認められるもの 

ａ 原則として、処遇指標にＭ、Ｐ、Ｆ及びＩのいずれも含まれていないこと。 

ｂ 執行すべき刑期がおおむね１年以上であること。 

ｃ 交通事犯集禁対象者ではないこと。 

ｄ 心身に著しい障害が認められないこと。 

ｅ 犯罪の背景にある本人の特性、行動傾向等に鑑み、本人の改善更生及び円



滑な社会復帰のために、個別の指導による処遇を行うことが、特に必要であ

ると認められるものであること。 

ｆ その他、Ｕ処遇を行うことに著しい支障が認められないこと。 

オ Ｙｊの判定基準 

    少年法（昭和２３年法律第１６８号）第２０条又は第６２条の規定により検察官に

送致された事件について言い渡された刑（罰金以下の刑を除く。）の執行を受けてい

る者（当該刑を含む二以上の刑（罰金以下の刑を除く。）に処せられた者を含むもの

とし、当該事件に係る罪について刑の執行猶予の言渡しを受け、当該言渡しを取り消

されて入所した者を除く。以下同じ。）とすること。また、暴力団員による不当な行

為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員

である者及び可塑性が低いと認められる者は除くこと。 

カ Ｙの判定基準 

２０歳以上２６歳未満の者のうち、暴力団員による不当な行為の防止等に関する

法律第２条第６号に規定する暴力団員である者及び可塑性が低いと認められる者は

除くこと。 

キ 刑名を異にする２以上の刑を科されている者についての刑名による属性の決定は、

上記アの場合を除き、現に執行している刑の刑名によること。 

ク 刑執行開始時調査における年齢による属性の決定は、少年の時に刑の言渡しを受

けた者については、刑の言渡しを受けた時の年齢により、その他の者については、調

査時の年齢によること。 

なお、処遇指標を決定するまでの間に年齢が基準に達し、これによって属性を変更

すべき場合には、少年の時に刑の言渡しを受けた者については、いったん刑の言渡し

を受けた時の年齢により属性を指定した後、直ちに決定時点における年齢により属

性を変更し、その他の者については、直接決定時点における年齢により属性を指定す

ること。 

ケ ２以上の刑を科されている者についての刑期による属性の決定は、現に執行中の

刑の執行すべき刑期と、これと刑名を同じくする他の刑の執行すべき刑期とを合算

したものによること。 

コ 不定期刑の言渡しを受けた者についての刑期による属性の決定は、その短期によ

ること。ただし、仮釈放の取消しにより不定期刑の残刑が執行される者については、

その長期までの残刑によること。 

(3) 犯罪傾向の進度の判定基準は、別表２のとおりとすること。 

３ 処遇指標の表示（訓令第６条関係） 

(1) 基本的表示方法 

処遇指標は、特に指定がある場合を除き、矯正処遇の符号を括弧書きした後に属性の

符号を表示し、その次に、犯罪傾向の進度の符号を表示すること。 



(2) 矯正処遇の種類及び内容の表示方法 

ア 複数の種類の矯正処遇を表示する場合は、Ｖ（作業）、Ｒ（改善指導）、Ｅ（教科指

導）の順で表示すること。 

イ Ｒ（改善指導）について、複数の区分又は種類を判定する場合は、数字の若い順に

表示すること。例えば、Ｒ０（一般改善指導）、Ｒ１（特別改善指導「薬物依存離脱

指導」）及びＲ５（特別改善指導「交通安全指導」）を判定する場合は、（Ｒ０、Ｒ１、

Ｒ５）と表示すること。 

(3) 属性の表示方法 

ア 複数の属性を有する場合は、Ｄ、Ｊｔ、Ｍ、Ｐ、Ｗ、Ｆ、Ｉ、Ｕ、Ｊ、Ｌ、Ｙｊ、

Ｙの順で表示すること。 

イ Ｍ及びＰを同時に表示する場合で、主として身体上の疾患又は障害に対する医療

を行うときは、上記アにかかわらず、Ｐ、Ｍの順で表示すること。 

４ 刑事施設等の処遇区分（訓令第７条関係） 

処遇区分は、別表３のとおりとすること。 

５ 処遇を行う刑事施設等の指定（訓令第８条関係） 

(1) 訓令第８条第１項に規定する矯正局長が定める場合は、次に掲げる場合とすること。 

ア 執行すべき刑期が３月未満であり、かつ、他の刑事施設等へ移送することが不適当

と認められるとき。 

イ 処遇指標の決定又は変更に基づいて、これに対応する刑事施設等への移送の準備

中であるとき。 

ウ 医療を主として行う刑事施設等に移送すべき者について、直ちに移送することが

困難であるとき。 

エ 医療専門施設又は医療重点施設において、共助診療を行うために収容するとき。 

オ 年齢が２０歳に達したことにより属性を変更した場合において、その時点におけ

る残りの執行すべき刑期が短いことその他特別の事由により、引き続き同一の刑事

施設において収容を継続することが適当と認められるとき（引き続き同一の刑事施

設において６月以上収容を継続する場合においては、矯正管区の長の認可を受けた

とき。）。 

カ 年齢が２６歳に達したことにより属性を変更した場合において、引き続き同一の

刑事施設において収容を継続することが適当と認められるとき。 

キ ６月以内に年齢が２６歳に達することにより属性の変更が見込まれる者について、

変更後の属性に対応する刑事施設に収容することが適当と認められるとき。 

ク 刑名の変更により属性を変更した場合において、６月以内に変更前の属性に復す

ることが確実であるとき。 

ケ 釈放前の保護上移送により収容するとき。 

コ 裁判所、検察庁の審理等のために必要があるとき。 



サ 法第８１条の規定により逃走者等を連れ戻し、その他護送を行うに当たり、仮に最

寄りの刑事施設等に収容するとき。 

シ 災害に際し、法第８３条第１項の規定により護送された者又は同条第３項の規定

により出頭した者を収容するとき。 

ス 自営作業等のため、矯正管区の長が指示し、又は認可したとき。 

セ 受刑者等の作業に関する訓令（平成１８年矯成訓第３３２７号大臣訓令）第９条第

１項第１号に規定する総合訓練又は同項第２号に規定する集合訓練を行うとき。 

ソ 特定の刑事施設で実施する特別改善指導を受けさせる場合において、矯正管区の

長が指示し、又は認可したとき。 

タ 上記ソにかかわらず、性犯罪再犯防止指導の本科を実施する施設において、性犯罪

再犯防止指導を行うとき。 

チ 犯罪傾向が進んでいる禁錮受刑者について、その処遇指標に対応する処遇区分に

指定されている刑事施設等に収容することにより当該刑事施設の規律及び秩序を害

するおそれがあるものとして矯正管区の長が指示し、又は認可したとき。 

ツ その他矯正局長が指示し、又は認可したとき。 

(2) 上記（１）のツの場合における矯正局長に対する認可申請は、別紙様式１及び別紙様

式２により行うこと。 

(3) 刑事施設等間の受刑者の移送については、平成１８年５月２３日付け法務省矯成第

３３１６号当職依命通達「受刑者の移送について」に定めるところによること。 

６ 処遇の標準（訓令第９条関係） 

属性及び犯罪傾向の進度に応じた処遇の標準は、別表４のとおりとすること。 

７ その他 

(1) 処遇上の参考符号について 

年齢を考慮した処遇を要する者又は医療上等の配慮を要する者については、処遇上

の参考とするため、次のとおり符号を付し、処遇指標の後においてこの順序で表示する

こと。 

ア １８歳以上の少年 ｅ 

イ 精神医療のために医療を主として行う刑事施設等に収容する必要はないが、精神

医療上の配慮を要する者 ｍ 

ウ 身体医療のために医療を主として行う刑事施設等に収容する必要はないが、身体

医療上の配慮を要する者 ｐ 

エ 入浴、排せつ、食事、歩行等日常生活における基本的な動作に支障があり、居室の

指定、作業の指定その他の処遇上の配慮を要する者 ｓ 

オ 知的能力の制約、認知機能の低下又は発達上の課題を有していること等により他

の受刑者と同様の生活を送ることが困難であり、日常生活全般にわたり処遇上の配

慮を要する者 ｄ         



(2) 受刑在院者の取扱いについて 

少年法第５６条第３項の規定により少年院において刑の執行を受ける者については、

少年院における収容開始後は、少年院法（平成２６年法律第５８号）等により処遇を受

けることとなり、法、訓令及び本依命通達は適用されないことに留意すること。 

８ 経過措置（附則関係） 

(1) 訓令附則第２項第１号のエにおいて、「可塑性に期待した矯正処遇を重点的に行うこ

とが相当と認められる場合」というのは、当該受刑者が暴力団員による不当な行為の防

止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員でない場合とすること。 

(2) 訓令の施行の際現に刑事施設に収容されている受刑者で、受刑者の処遇調査に関す

る訓令（平成１８年法務省矯成訓第３３０８号大臣訓令）により廃止された受刑者分類

規程の全部を改正する訓令（平成１３年法務省矯医訓第６６２号大臣訓令）により、Ｍ

級として指定されている者で、医療を主として行う刑事施設に収容する必要がない者

については、本依命通達記の７の（１）のアに定めるｍの符号に、Ｐ級に指定されてい

る者で、医療を主として行う刑事施設に収容する必要がない者については、本依命通達

記の７の（１）のイに定めるｐの符号に、訓令施行後の定期再調査日までは、それぞれ

該当するものとみなす。 

(3) 訓令附則第２項及び前号の規定により、訓令の施行の際現に収容されている受刑者

の処遇指標とみなされた処遇指標が、上記２の判定基準に照らして適切でないと認め

られた場合は、速やかに臨時再調査を実施した上で、適切な処遇指標を指定すること。 



別表１ 矯正処遇の種類及び内容の判定基準 

矯正処遇 符号 判定基準 

作業 

一般作業 Ｖ０  懲役受刑者並びに法第９３条の作業を行うことを許された禁錮受刑者及び拘留受刑者 

職業訓練 Ｖ１ 
職業に関する免許若しくは資格を取得させ、又は職業に必要な知識及び技能を習得さ

せる必要があると認められる者 

改善 

指導 

一般改善指導 Ｒ０ 
犯罪の責任を自覚させ、健康な心身を培わせ、並びに社会生活に適応するのに必要な

知識及び生活態度を習得させるための指導を必要とする者 

特別 

改善 

指導 

薬物依存離脱指導 Ｒ１ 

右に掲げる事情を有

することにより改善更

生及び円滑な社会復帰

に支障があり、その事情

の改善のための指導を

必要とする者 

麻薬、覚醒剤その他の薬物に対する依存があること 

暴力団離脱指導 Ｒ２ 
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第

６号に規定する暴力団員であること 

性犯罪再犯防止指導 Ｒ３ 
性犯罪につながる認知の偏り、自己統制力の不足等がある

こと 

被害者の視点を取り

入れた教育 
Ｒ４ 

人の生命又は心身に重大な被害をもたらすなどの罪を犯

し、被害者及びその遺族等に対する謝罪や被害弁償について

特に考えさせる必要があること 

交通安全指導 Ｒ５ 
 自動車等の運転により罪を犯し、遵法精神や交通安全に関

する意識が乏しいこと 

就労準備指導 Ｒ６ 
就労意欲が不足し、職場における人間関係に適応するのに

必要な心構え及び行動様式が身に付いていないこと 

教科 

指導 

補習教科指導 Ｅ１ 
社会生活の基礎となる学力を欠くことにより改善更生及び円滑な社会復帰に支障があ

り、学校教育の内容に準ずる内容の指導を必要とする者 

特別教科指導 Ｅ２ 学力の向上を図ることが円滑な社会復帰に特に資すると認められる者 



別表２ 犯罪傾向の進度の判定基準 

着 眼 点 Ａ  指  標 Ｂ  指  標 

１ 施設収容歴

及び再犯の可

能性 

児童自立支援施設若しくは少年

院の収容歴が１回以内であるか、

又は児童自立支援施設若しくは少

年院の収容歴が２回以上である

が、最近の出所若しくは出院から

５年以上を経過している者のう

ち、次の⑴又は⑵に該当する者 

⑴ 受刑のために刑事施設等に

入所したことがない者（再犯

の可能性が特に高い者を除

く。） 

⑵ 受刑のために刑事施設等に

入所した回数が今回を含めて

３回以内の者のうち、再犯の

可能性が特に低い者であり、

かつ、前回受刑中に故意によ

る粗暴行為の反復その他受刑

態度に著しい問題性が認めら

れない者 

左記以外の者 

２ 反社会性集

団への所属性 

 どのような反社会性集団にも所

属したことがない、又は反社会性

集団に所属したことはあるが、周

辺的構成員であり、かつ、活動期間

が１年未満である者 

 反社会性集団の中心的構成員で

あるか、又は同集団の周辺的構成

員であるが、活動期間が１年以上

である者 

 

（使用要領） 

１ 犯罪傾向の進度に係る判定は、本表の全てのＡ指標に該当する者をＡと判定し、また、

本表の１以上のＢ指標に該当する者をＢと判定すること。ただし、これらの指標は、絶対

的指標と解すべきものではないから、このほかに、できる限り、内面的特徴、特に性格や

価値観の偏りがどの程度社会不適応の原因となり、犯罪性を固着させているかなどを調

査して、妥当な判定をすることに努めること。 

２ 「児童自立支援施設若しくは少年院の収容歴が２回以上であるが、最近の出所若しくは

出院から５年以上を経過している」とは、原則として、最近の出所又は出院した日から、

その後、最初に受刑に至った事件の「犯行日」までの期間を基準として、判定すること。 



３ 再犯の可能性の判定においては、平成２９年１０月１６日付け法務省矯成第２８４２

号当職通達「受刑者用一般リスクアセスメントツールについて」の結果において、再犯リ

スクレベルが１の者を「再犯の可能性が特に低い者」とし、再犯リスクレベルが４の者を

「再犯の可能性が特に高い者」とすること。 

  なお、同ツールによる再犯リスクレベルは、受刑者が出所後２年以内に再び受刑するに

至る再犯をする可能性を示すものであるので、処遇調査の過程において得られた資料等

を踏まえ、総合的に判断すること。 

４ 少年法第 56条第 3項の規定による少年院への収容歴は、受刑歴として取り扱い、少年

院の収容歴としては取り扱わないこと。 

５ 反社会性集団とは、暴力団等犯罪に親近性を有する組織集団をいうこと。 

 



別表３ 処遇区分表 

施設名 

（拘置支所を有す

る施設について

は、当該支所を含

む。） 

矯正処遇 

属性/ 

犯罪傾向の

進度 

備  考 

Ｖ１ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

職業 
訓練 

薬物 
依存 
離脱 
指導 

暴力
団離
脱指
導 

性犯
罪再
犯防
止指
導 

被害
者の
視点
を取
り入
れた
教育 

交通 
安全 
指導 

就労 
準備 
指導 

札幌刑務所 
○ 

○ ○ ◎ ○  ○ 
Ｍ、Ｐ、

Ｆ、 
ＬＢ、Ｂ 

左記のＬＢは、当職が認可又は指示
した者に限る。 

 札幌刑務支所 ○   ○ ○ ○ Ｗ  

旭川刑務所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ＬＢ、Ｂ  

帯広刑務所 

○ 

○ ○ ○ ○  ○ Ｂ  

 釧路刑務支所 ○  ○ ○  ○ Ａ、Ｂ 
 左記のＢは、左記刑務支所で刑の執
行を開始した特別調整候補者となる見
込みの者に限る。 

網走刑務所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ｂ  

月形刑務所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ｂ  

函館少年刑務所 ○ ○  ◎ ○ ○ ○ 

Ｉ、ＪＡ、 
ＹｊＡ、 
ＹＡ、Ａ、

Ｂ 

左記のＪＡ及びＹｊＡは、当職が認
可又は指示した者に限る。 

左記のＢは、左記少年刑務所で刑の
執行を開始した特別調整候補者となる
見込みの者に限る。 

青森刑務所 ○ ○ ○ ○ ○  ○ Ｂ  

宮城刑務所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
Ｍ、Ｐ、Ｌ
Ｂ、 

Ｂ 

 

秋田刑務所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ｂ  

山形刑務所 ○ ○  ◎ ○ ○ ○ 
Ｉ、ＬＡ、

Ａ、 
Ｂ 

左記のＢは、左記刑務所で刑の執行

を開始した特別調整候補者となる見込
みの者に限る。 

福島刑務所 
○ 

○ ○ ○ ○ ○ ○ Ｆ、Ｂ  

 福島刑務支所 ○   ○ ○ ○ Ｗ  

盛岡少年刑務所 ○ ○  ◎ ○ ○ ○ 
ＪＢ、 
ＹｊＢ、 

ＹＢ、Ｂ 

左記のＢは、刑期終了日において３
６歳未満の者で、かつ、暴力団員でな

い者に限る。 

水戸刑務所 ○ ○ ○ ○ ○  ○ Ｂ  

栃木刑務所 ○ ○   ○ ○ ○ 

Ｗ、ＷＦ、 

ＷＪ、 
ＷＬＹｊ、 
ＷＹｊ 

左記のＷＪ、ＷＬＹｊ及びＷＹｊの

うち、ＷＪＡ、ＷＬＹｊＡ及びＷＹｊ
Ａについては、当職が認可又は指示し
た者に限る。 

喜連川社会復帰促

進センター 
○ ○  ○ ○ ○ ○ 

Ｗ、Ｉ、
Ａ、 
Ｂ 

左記のＷは、女子喜連川社会復帰促
進センター対象者に限る 。 
左記のＩ及びＢは、男子喜連川社会

復帰促進センター特化ユニット対象者
に限る 。 
左記のＡは、男子喜連川社会復帰促

進センター対象者及び男子喜連川社会
復帰促進センター特化ユニット対象者
に限る。 

前橋刑務所 ○ ○ ○ ○ ○  ○ Ｆ、Ｂ  

千葉刑務所 ○ ○  ◎ ○ ○ ○ ＬＡ、Ａ 
左記のＡは、執行すべき刑期が８年

以上の者に限る。 



市原刑務所 ○    ○ ○ ○ 
Ｉ、ＪＡ、 
ＹｊＡ、 
ＹＡ、Ａ 

左記のＩ、ＪＡ、ＹｊＡ、ＹＡ及び
Ａは、原則として、執行すべき刑期が

４年未満の交通事犯集禁対象者に限
る。 

東日本成人矯正医

療センター 
○ ○  ○ ○  ○ 

Ｍ、ＭＷ、

Ｐ、 
ＰＷ、Ｗ、
Ａ 

 

府中刑務所 ○ ○ ○ ◎ ○  ○ 

Ｍ、Ｐ、
Ｆ、 
ＦＪ、 

ＦＹｊ、 
ＬＢ、Ｂ 

左記のＦは、原則として、Ｆ（条約
Ｂ）のほか、Ｆ（特別）又はＦ（条約

Ａ）のうち著しく処遇困難な者に限
る。 
左記のＦＪ及びＦＹｊは、Ｆ（特

別）Ｊ、Ｆ（特別）Ｙｊ、Ｆ（条約
Ｂ）Ｊ及びＦ（条約Ｂ）Ｙｊに限る。 
左記のＬＢは、当職が認可又は指示

した者に限る。 

横浜刑務所 

○ 

○ ○ ◎ ○ ○ ○ 
Ｆ、ＬＢ、
Ｂ 

左記のＦは、Ｆ（特別）を含む。 

 横須賀刑務支所 ○  ○ ○ ○ ○ 
Ｆ、ＦＪ、 

ＦＹｊ、Ａ 

左記のＦは、原則として、Ｆ（条約
Ａ）に限る。 

左記のＦＪ及びＦＹｊは、Ｆ（条約
Ａ）Ｊ及びＦ（条約Ａ）Ｙｊに限る。 

新潟刑務所 ○ ○ ○ ○ ○  ○ Ｆ、Ｂ  

甲府刑務所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
Ｆ、Ｉ、
Ａ、Ｂ 

 

長野刑務所 ○ ○  ◎ ○ ○ ○ 
Ｉ、ＬＡ、
Ａ、Ｂ 

左記のＢは、左記刑務所で刑の執行

を開始した特別調整候補者となる見込
みの者に限る。 

静岡刑務所 ○ ○  ○ ○ ○ ○ Ｆ、Ａ、Ｂ 
左記のＢは、左記刑務所で刑の執行

を開始した特別調整候補者となる見込
みの者に限る。 

川越少年刑務所 ○ ○  ◎ ○ ○ ○ 

Ｉ、Ｕ、Ｆ
Ｊ、ＦＹ
ｊ、 

ＪＡ、 
ＬＹｊＡ、 
ＹｊＡ、 

ＹＡ、Ａ、
Ｂ 

左記のＬＹｊＡは、若年受刑者処遇
要領を用いた処遇を受けている者に限
る。 

左記のＡは、刑期終了日において３
６歳未満の者に限る。 
左記のＢは、左記少年刑務所で刑の

執行を開始した特別調整候補者となる
見込みの者に限る。 

市原青年矯正セン

ター 
○ ○   ○ ○ ○ Ｕ 

左記のＵは、市原青年矯正センター

対象者に限る。 

松本少年刑務所 ○ ○  ◎ ○ ○ ○ 
ＪＢ、 
ＹｊＢ、Ｙ
Ｂ 

 

東京拘置所 ○ ○  ○ ○ ○ ○ Ｗ、Ａ  

立川拘置所  ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ｐ、Ｗ、Ｂ 
 左記のＰは、人工透析が必要な者に
限る。 

富山刑務所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ｂ  

金沢刑務所 ○ ○ ○ ○ ○  ○ Ｆ、Ｂ  

福井刑務所 ○ ○  ○ ○  ○ Ａ、Ｂ 

左記のＢは、左記刑務所で刑の執行

を開始した特別調整候補者となる見込
みの者に限る。 

岐阜刑務所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ＬＢ、Ｂ  

笠松刑務所 ○ ○   ○ ○ ○ Ｗ  

岡崎医療刑務所 ○ ○  ○ ○  ○ Ｍ、Ａ  



名古屋刑務所 
○ 

○ ○ ◎ ○ ○ ○ 
Ｍ、Ｐ、
Ｆ、 
ＬＢ、Ｂ 

左記のＬＢは、当職が認可又は指示
した者に限る。 

左記のＦは、特定言語に限り、Ｆ
（特別）を含む。 

 豊橋刑務支所 ○   ○ ○ ○ Ｗ、Ａ  

三重刑務所 ○ ○  ◎ ○ ○ ○ Ｉ、Ａ、Ｂ 
左記のＢは、左記刑務所で刑の執行

を開始した特別調整候補者となる見込
みの者に限る。 

名古屋拘置所 ○ ○  ○ ○ ○ ○ Ｗ、Ａ  

京都刑務所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
Ｆ、ＬＢ、
Ｂ 

左記のＬＢは、当職が認可又は指示
した者に限る。 

大阪刑務所 ○ ○ ○ ◎ ○  ○ 

Ｍ、Ｐ、

Ｆ、 
ＦＪ、 
ＦＹｊ、 

ＬＢ、Ｂ 

左記のＦは、原則として、Ｆ（特
別）に限る。 
左記のＦＪ及びＦＹｊは、Ｆ（特

別）Ｊ及びＦ（特別）Ｙｊに限る。 
左記のＬＢは、当職が認可又は指示

した者に限る。 

西日本成人矯正医

療センター 
 ○  ○ ○  ○ 

Ｍ、ＭＷ、
Ｐ、 

ＰＷ、Ｗ、
Ａ 

 

神戸刑務所 ○ ○ ○ ○ ○  ○ 
Ｆ、ＬＢ、

Ｂ 
 

加古川刑務所 ○ ○  ◎ ○ ○ ○ 

Ｗ、Ｉ、Ｊ
Ａ、 

ＹｊＡ、 
ＹＡ、Ａ 

左記のＪＡ及びＹｊＡは、交通事犯

集禁対象者又は当職が認可若しくは指
示した者に限る。 
左記のＩ、ＹＡ及びＡは、交通事犯

集禁対象者を含む。 

播磨社会復帰促進

センター 
○ ○  ○ ○ ○ ○ Ａ、Ｂ 

左記のＡは、播磨社会復帰促進セン
ー対象者及び播磨社会復帰促進センタ

ー特化ユニット対象者に限る。 
左記のＢは、播磨社会復帰促進セン

ター特化ユニット対象者に限る 。 

和歌山刑務所 ○ ○   ○ ○ ○ 

Ｗ、ＷＦ、 
ＷＪ、 

ＷＬＹｊ、 
ＷＹｊ 

左記のＷＪ、ＷＬＹｊ及びＷＹｊの
うち、ＷＪＡ、ＷＬＹｊＡ及びＷＹｊ

Ａについては、当職が認可又は指示し
た者に限る。 

姫路少年刑務所 ○ ○  ○ ○ ○ ○ 

ＦＪ、 
ＦＹｊ、 

ＪＢ、 
ＹｊＢ、 
ＹＢ、Ｂ 

左記のＢは、刑期終了日において３

６歳未満の者で、かつ、暴力団員でな
い者に限る。 
左記のＦＪ及びＦＹｊは、川越少年

刑務所に収容することが不適当な者に
限る。 

京都拘置所 ○ ○  ○ ○ ○ ○ Ｗ、Ａ  

大阪拘置所  ○  ○ ○ ○ ○ Ｗ、Ａ  

神戸拘置所  ○  ○ ○ ○ ○ Ｗ、Ａ  

鳥取刑務所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ｂ  

松江刑務所 ○ ○ ○ ○ ○  ○ Ｂ  

島根あさひ社会復

帰促進センター 
○ ○  ○ ○ ○ ○ 

ＹＡ、 

Ａ 

左記のＹＡ及びＡは、島根あさひ社
会復帰促進センター対象者及び島根あ
さひ社会復帰促進センター特化ユニッ

ト対象者に限る。 

岡山刑務所 ○ ○  ○ ○ ○ ○ ＬＡ、Ａ 
左記のＡは、執行すべき刑期が８年

以上の者に限る。 

広島刑務所 ○ ○ ○ ◎ ○  ○ 
Ｆ、Ｐ、 
ＬＢ、Ａ、

Ｂ 

左記のＬＢは、当職が認可又は指示
した者に限る。 
左記のＡは、確定施設における刑執

行開始時調査時の年齢が７０歳以上の
者に限る。 



 尾道刑務支所 ○  ○ ○ ○ ○ Ｉ、Ａ、Ｂ 

左記のＢは、医療を主として行う刑

事施設等に収容する必要はないが、高
齢のため医療上等の配慮を要する者に
限る。 

山口刑務所 ○ ○  ◎ ○  ○ Ａ、Ｂ 

左記のＢは、左記刑務所で刑の執行

を開始した特別調整候補者となる見込
みの者に限る。 

岩国刑務所 ○ ○   ○ ○ ○ Ｗ  

美祢社会復帰促進

センター 
○ ○   ○ ○ ○ 

Ｗ、ＷＵ、 
ＷＪＡ、 
ＷＬＹｊ

Ａ、 
ＷＹｊＡ、 
ＹＡ、Ａ 

左記のＷ、ＷＵ、ＷＪＡ、ＷＬＹｊ

Ａ及びＷＹｊＡは、女子美祢社会復帰
促進センター対象者、ＹＡ及びＡは、
男子美祢社会復帰促進センター対象者

に限る。 

広島拘置所  ○  ○ ○ ○ ○ Ｗ、Ａ  

徳島刑務所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ＬＢ、Ｂ  

高松刑務所 ○ ○ ○ ◎ ○  ○ 
Ｐ、Ｆ、Ｌ

Ｂ、Ｂ 

左記のＬＢは、当職が認可又は指示

した者に限る。 

松山刑務所 
○ 

○  ◎ ○ ○ ○ 
Ｉ、ＹＡ、
Ａ、Ｂ 

左記のＢは、左記刑務所で刑の執行
を開始した特別調整候補者となる見込

みの者に限る。 

 西条刑務支所 ○   ○ ○ ○ Ｗ、Ａ  

高知刑務所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ｂ  

北九州医療刑務所 ○ ○  ○ ○  ○ 
Ｍ、ＭＷ、 
Ｗ、Ａ 

 

福岡刑務所 ○ ○ ○ ◎ ○  ○ 
Ｍ、Ｐ、

Ｆ、ＬＢ、
Ｂ 

左記のＬＢは、当職が認可又は指示
した者に限る。 

麓刑務所 ○ ○   ○ ○ ○ Ｗ  

長崎刑務所 ○ ○ ○ ○ ○  ○ 
Ｆ、ＬＢ、
Ｂ 

左記のＬＢは、当職が認可又は指示
した者に限る。 

熊本刑務所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ＬＢ、Ｂ  

大分刑務所 ○ ○  ○ ○ ○ ○ 
Ｉ、ＬＡ、

Ａ、Ｂ 

左記のＢは、左記刑務所で刑の執行
を開始した特別調整候補者となる見込
みの者に限る。 

宮崎刑務所 ○ ○ ○ ○ ○  ○ Ｂ  

鹿児島刑務所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ｂ  

沖縄刑務所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Ｉ、Ｍ、

Ｐ、 
ＹＡ、Ｙ
Ｂ、 

Ａ、Ｂ 

八重山刑務支所を含む。 

佐賀少年刑務所 ○ ○  ◎ ○ ○ ○ 

ＪＡ、 
ＹｊＡ、 
ＹＡ、Ａ、

Ｂ 

左記のＪＡ及びＹｊＡは、当職が認
可又は指示した者に限る。 

左記のＢは、左記少年刑務所で刑の
執行を開始した特別調整候補者となる
見込みの者に限る。 

福岡拘置所  ○  ○ ○ ○ ○ Ｗ、Ａ  

榛名女子学園        ＪｔＷ  

東日本少年矯正医

療・教育センター 
       

ＪｔＭ、 

ＪｔＰ、 
ＪｔＭＷ、 
ＪｔＰＷ 

 

久里浜少年院        Ｊｔ  

京都医療少年院        
ＪｔＭ、 
ＪｔＰ、 

 



ＪｔＭＷ、 
ＪｔＰＷ 

交野女子学院        ＪｔＷ  

奈良少年院        Ｊｔ  

（注意事項） 

１ 「矯正処遇」欄の○は、当該矯正処遇を実施することができることを示す。 

なお、矯正処遇のうち、一般作業、一般改善指導、補習教科指導及び特別教科指導は、

全刑事施設で実施することができるため、本表には表示していない。 

２ 上記１にかかわらず、「Ｒ３（性犯罪再犯防止指導）」欄については、○は、平成１８年

５月２３日付け法務省矯成第３３５０号当職依命通達「改善指導の標準プログラムにつ

いて」別紙３の３の⑵の指導科目のうち「メンテナンス」を実施することができることを

示し、◎は、指導科目「本科」及び「メンテナンス」を実施することができることを示す。 

なお、指導科目「オリエンテーション」は、同依命通達別紙３の２の⑵のウに基づき性

犯罪者調査を実施した刑事施設において、同調査に併せて実施するものとする。 

３ 「属性/犯罪傾向の進度」欄の符号の意味は、次のとおりとする。 

 ⑴ 属性の符号のみを記載している場合は、犯罪傾向の進度にかかわらず、当該属性に係

る処遇指標の指定を受ける者を処遇する。 

 ⑵ 属性及び犯罪傾向の進度の符号を複合させている場合（例えば、ＦＡ、ＹＢ等）は、

当該複合指標の指定を受ける者を処遇する。 

 ⑶ 犯罪傾向の進度の符号のみ記載している場合は、属性に係る処遇指標の指定を受け

ず、かつ、当該犯罪傾向の進度に係る処遇指標の指定を受ける者を処遇する。 

４ 「備考」欄の属性Ｆに関する記述に用いられている略称は、次の者を指す。 

 ⑴ Ｆ（特別） 

本依命通達記の２の⑵のウの(ｱ)に該当する者のうち、次のいずれかに該当する者 

ア 日本語の理解力又は表現力が特に劣る者、すなわち、片言の日本語による意思表示

にも支障があるか、又は平易な日本語による指導の理解にも困難を来す者 

イ 日本人と著しく異にする風俗習慣を有し、かつ、それに強く固執する者 

ウ 大使館又は領事館等の関係機関との緊密な連絡調整を必要とする者 

エ 特殊な軍隊若しくは武装的な集団に所属した経歴又は重大事犯による本国での受

刑歴等、特異な経歴を有する者 

オ その他、処遇上、特別の配慮を要する者 

 ⑵ Ｆ（条約Ａ） 

本依命通達記の２の⑵のウの（イ）に該当する者 

 ⑶ Ｆ（条約Ｂ） 

本依命通達記の２の⑵のウの（ウ）に該当する者 

５ 属性Ｄに係る処遇指標の指定を受けた者は、犯罪傾向の進度及びＤに複合する他の属

性の如何にかかわらず、原則として確定施設で引き続き処遇する。 

６ 交通事犯集禁対象者とは、次のいずれにも該当する１８歳以上の者とする。 



 ⑴ 刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則（平成１８年法務省令第５７号）第６４条

第３号に規定する自動車等の運転による犯罪（以下「交通事犯」という。）以外の犯罪

による懲役刑又は禁錮刑を併有しないこと。 

 ⑵ 交通事犯以外の犯罪による受刑歴がないこと。 

 ⑶ 心身に著しい障害がないこと。 

 ⑷ 処遇施設において、早期のうちに制限区分第１種に判定され、開放的施設処遇又は開

放的施設処遇に準じた処遇の実施が可能と見込まれること。 

７ 男子喜連川社会復帰促進センター対象者とは、次のいずれにも該当する男子とする。 

 ⑴ 刑事施設への収容が初めてであること。 

 ⑵ 日本国籍を有していること又は日本国内での長期間の生活経験を有すること。 

 ⑶ 犯罪傾向が進んでいないこと。 

 ⑷ 喜連川社会復帰促進センターに移送される際に、残りの執行すべき刑期がおおむね

１年以上８年未満であること。 

 ⑸ ２６歳以上であること。 

 ⑹ 集団生活に順応できること。 

 ⑺ 心身に著しい障害がないこと。 

８ 女子喜連川社会復帰促進センター対象者とは、次のいずれにも該当する女子とする 。 

 ⑴ 老衰が認められる高齢者ではないこと。 

 ⑵ 身体障害、下肢筋力低下等により、歩行状態が不安定でないこと。 

 ⑶ 喜連川社会復帰促進センターに移送される際に、残りの執行すべき刑期が１０年未

満であること。 

９ 男子喜連川社会復帰促進センター特化ユニット対象者とは、次の⑴から⑸までのいず

れにも該当する男子並びに⑴から⑶まで、⑹及び⑺のいずれにも該当する男子とする。 

 ⑴ 日本国籍を有していること又は日本国内での長期間の生活経験を有すること。 

 ⑵ 喜連川社会復帰促進センターに移送される際に、残りの執行すべき刑期がおおむね

１年以上８年未満であること。 

 ⑶ ２６歳以上であること。 

 ⑷ 精神障害又は知的障害を有し、社会適応のための訓練を要すること。 

 ⑸ 著しい身体疾患がないこと。 

 ⑹ 身体障害又は高齢のため、養護的処遇を要すること。 

 ⑺ 精神障害及び知的障害がないこと。 

10 播磨社会復帰促進センター対象者とは、次のいずれにも該当する男子とする。 

 ⑴ 刑事施設への収容が初めてであること。 

 ⑵ 日本国籍を有していること又は日本国内での長期間の生活経験を有すること。 

 ⑶ 犯罪傾向が進んでいないこと。 

 ⑷ 播磨社会復帰促進センターに移送される際に、残りの執行すべき刑期がおおむね３

月以上８年未満であること。 

 ⑸ ２６歳以上であること。 



 ⑹ 集団生活に順応できること。 

 ⑺ 心身に著しい障害がないこと。 

11 播磨社会復帰促進センター特化ユニット対象者とは、次の⑴から⑸までのいずれにも

該当する男子並びに⑴から⑶まで、⑹及び⑺のいずれにも該当する男子とする。 

 ⑴ 日本国籍を有していること又は日本国内での長期間の生活経験を有すること。 

 ⑵ 播磨社会復帰促進センターに移送される際に、残りの執行すべき刑期がおおむね１

年以上８年未満であること。 

 ⑶ ２６歳以上であること。 

 ⑷ 精神障害又は知的障害を有し、社会適応のための訓練を要すること。 

 ⑸ 著しい身体疾患がないこと。 

 ⑹ 身体障害又は高齢のため、養護的処遇を要すること。 

 ⑺ 精神障害及び知的障害がないこと。 

12 島根あさひ社会復帰促進センター対象者とは、次のいずれにも該当する男子とする。 

 ⑴ 刑事施設への収容が初めてであること。 

 ⑵ 日本国籍を有していること又は日本国内での長期間の生活経験を有すること。 

 ⑶ 犯罪傾向が進んでいないこと。 

 ⑷ 島根あさひ社会復帰促進センターに移送される際に、残りの執行すべき刑期がおお

むね１年以上８年未満であること。 

 ⑸ ２０歳以上であること。 

 ⑹ 老衰が認められる高齢者ではないこと。 

 ⑺ 集団生活に順応できること。 

 ⑻ 心身に著しい障害がないこと。 

13 島根あさひ社会復帰促進センター特化ユニット対象者とは、次の⑴から⑺までのいず

れにも該当する男子並びに⑴から⑸まで、⑻及び⑼のいずれにも該当する男子とする。 

 ⑴ 刑事施設への収容が初めてであること。 

 ⑵ 日本国籍を有していること又は日本国内での長期間の生活経験を有すること。 

 ⑶ 犯罪傾向が進んでいないこと。 

 ⑷ 島根あさひ社会復帰促進センターに移送される際に、残りの執行すべき刑期がおお

むね１年以上８年未満であること。 

 ⑸ ２０歳以上であること。 

 ⑹ 精神障害又は知的障害を有し、社会適応のための訓練を要すること。 

 ⑺ 著しい身体疾患がないこと。 

 ⑻ 身体障害又は高齢のため、養護的処遇を要すること。 

 ⑼ 精神障害及び知的障害がないこと。 

14 男子美祢社会復帰促進センター対象者とは、次のいずれにも該当する男子とする。 

 ⑴ 美祢社会復帰促進センターにおいて執行されるのは、懲役刑のみであること。 

 ⑵ 刑事施設への収容が初めてであること。 

 ⑶ 日本国籍を有していること又は日本国内での長期間の生活経験を有すること。 



 ⑷ 犯罪傾向が進んでいないこと。 

 ⑸ 原則として他人の生命、身体又は精神に回復困難な犯罪被害をじゃっ起していない

こと。 

 ⑹ 執行すべき刑期が６年以下であり、かつ、美祢社会復帰促進センターに移送される際

に残りの執行すべき刑期が１年以上であること。 

 ⑺ ２０歳以上であること。 

⑻ 老衰が認められる高齢者ではないこと。 

 ⑼ 集団生活に順応できること。 

 ⑽ 心身に著しい障害がないこと。 

 ⑾ 交通事犯集禁対象者ではないこと。 

15 女子美祢社会復帰促進センター対象者とは、次の(1)から(7)までのいずれにも該当する

女子並びに２０歳未満の者又は少年法第２０条若しくは第６２条の規定により検察官に

送致された事件について言い渡された刑（罰金以下の刑を除く。）の執行を受けている者

で２０歳以上２６歳未満の者については、２６歳に達するまでの間は、⑴から⑷まで、⑺

及び⑻のいずれにも該当する女子とする。 

 ⑴ 美祢社会復帰促進センターにおいて執行されるのは、懲役刑のみであること。 

 ⑵ 刑事施設への収容が初めてであること。 

 ⑶ 日本国籍を有していること又は日本国内での長期間の生活経験を有すること。 

 ⑷ 犯罪傾向が進んでいないこと。 

 ⑸ 執行すべき刑期が１０年未満であって美祢社会復帰促進センターに移送される際に

残りの執行すべき刑期が１年以上であること又は執行すべき刑期が１０年以上であっ

て美祢社会復帰促進センターに移送される際に残りの執行すべき刑期が１年以上５年

以下であること。 

 ⑹ 老衰が認められる高齢者ではないこと。 

 ⑺ 心身に著しい障害がないこと。 

⑻ 執行すべき刑期が９月以上であること。 

16 特別調整候補者となる見込みの者とは、次のいずれにも該当する男子とする。 

⑴ 高齢であり、又は身体障害、知的障害若しくは精神障害があると認められること。 

⑵ 釈放後の住居がないこと。 

⑶ 高齢又は身体障害、知的障害若しくは精神障害により、釈放された後に健全な生活態

度を保持し自立した生活を営む上で、公共の衛生福祉に関する機関その他の機関によ

る福祉サービス等を受けることが必要であると見込まれること。 

⑷ 確定施設における刑執行開始時調査の際、令和３年３月３１日付け法務省保観第４

４号矯正局長及び保護局長通達「高齢又は障害により特に自立が困難な矯正施設収容

中の者の社会復帰に向けた保護、生活環境の調整等について」別添実施要領第３の１の

⑴の特別調整候補者となることを望んでいると認められること。 

⑸ 確定施設が所在する都道府県で生活したことがあるか、又は当該都道府県に帰住す

ることを希望していること。 



⑹ 改善更生の意欲を示していること。 

⑺ どのような反社会性集団にも所属したことがない、又は反社会性集団に所属したこ

とはあるが、同集団における活動をしなくなってから長期間を経過していること。 

⑻ 執行すべき刑期が３年未満であること。 

⑼ その他確定施設で処遇することに著しい支障が認められないこと。 

17  市原青年矯正センター対象者とは、次のいずれにも該当する男子とする。 

 ⑴ 市原青年矯正センターにおいて執行されるのは、懲役刑のみであること。 

 ⑵ 刑事施設への収容が初めてであること。 

 ⑶ 日本国籍を有していること又は日本国内での長期間の生活経験を有すること。 

 ⑷ 犯罪傾向が進んでいないこと。 

 ⑸ 執行すべき刑期がおおむね５年以下であり、かつ、市原青年矯正センターに移送され

る際に、残りの執行すべき刑期が１年以上であること。 

 ⑹ 刑期終了日において３０歳未満であること。 

 ⑺ 知的障害、情緒障害若しくは発達障害を有し、又はこれらに準ずる者として、社会適

応のための訓練を要すること。 

 ⑻ 市原青年矯正センターにおける開放的処遇に準じた処遇の実施に支障がないこと。 

 



別表４ 属性及び犯罪傾向の進度に応じた処遇の標準 

 

属性に応じた処遇の標準 

属性 特に重視すべき処遇重点事項 

Ｄ 
早期に社会復帰することを前提に、釈放後の具体的な生活設計を考え

させるための指導をすること。 

Ｊｔ 

思春期における心身の発達を十分に考慮した処遇をすること。 

体育及びレクリエーション活動を活発に実施すること。 

基本的な生活習慣及び対人関係技術を習得させるための指導をするこ

と。 

義務教育課程を履修させるなどの学力の向上のための指導をするこ

と。 

引受人及び帰住先の確保及び維持のための指導及び援助をすること。 

Ｍ 

一般の健康者とは異なることを絶えず念頭においた処遇をすること。 

各人の精神上の疾病又は障害の症状及び特徴を十分に理解した上で処

遇をすること。 

各人の疾病又は障害の症状及び特徴に応じた効果的な治療措置を施す

こと。 

治療のために必要な措置を最優先して処遇をすること。 

症状の程度に応じて、一般の健康者と同様の処遇を組み入れること。 

引受人及び帰住先の確保及び維持のための指導及び援助をすること。 

Ｐ 

各人の身体上の疾病又は障害の症状や程度を十分に理解した上で処遇

をすること。 

治療のために必要な措置を最優先して処遇をすること。 

症状の程度に応じて、一般の健康者と同様の処遇を組み入れること。 

引受人及び帰住先の確保及び維持のための指導及び援助をすること。 

Ｗ 

自立性を養わせ、生活設計を確立させるための指導をすること。 

社会復帰後の自立に有用な知識、技能及び資格を取得させるための指

導をすること。 

引受人及び帰住先の確保及び維持のための指導及び援助をすること。 

Ｆ 

意思の疎通に努めること。 

日本人被収容者とのトラブル発生に注意すること。 

日本の文化、生活習慣等に対する理解を深めさせること。 

Ｉ 

勤労意欲の維持向上のための指導をすること。 

社会情勢に関する情報提供をすること。 

社会規範を遵守する習慣と責任感を養わせるための指導をすること。 

自律性を養わせるための指導をすること。 



 

Ｕ 

小集団に編成したユニットにおいて、少年院における矯正教育の手法

や知見等を活用した処遇を行うこと。 

各人の心身発達段階を十分に考慮した処遇をすること。 

社会生活に必要な基本的生活習慣、対人関係技術等を習得させるため

の生活上の指導を行うこと。 

出所後の生活設計や進路選択に応じた指導及び支援を実施すること。 

引受人その他改善更生に資すると認められる者との関係を改善し、適

切に維持し、又は構築するための働き掛けを行うこと。 

Ｊ 

各人の心身発達段階を十分に考慮した処遇をすること。 

体育活動を活発に実施すること。 

社会常識を習得させ、規範を遵守する習慣を養わせるための指導をす

ること。 

教科及び職業に関する資格の取得のための指導をすること。 

引受人及び帰住先の確保及び維持のための指導及び援助をすること。 

Ｌ 

長期的展望に立った処遇を行うこと。 

感情、情緒、態度等の把握に努めること。 

行事を活発に計画し、クラブ活動を奨励すること。 

社会情勢に関する情報提供をすること。 

健康の管理及び体力の維持に留意した処遇をすること。 

引受人との面会、信書の発信等を積極的に指導すること。 

釈放前指導を重点的に実施すること。 

熟練又は長期の学習を要する作業を行わせること。 

Ｙｊ 

悪風感染の防止に留意した処遇をすること。 

特技及び適性の発見に努め、これに応じた指導をすること。 

可塑性に期待し、積極的な働き掛けを重点的に行うこと。 

体育活動を活発に実施すること。 

職業に関する資格の取得のための指導をすること。 

引受人及び帰住先の確保及び維持のための指導その他の措置を講ずる

こと。 

Ｙ 

悪風感染の防止に留意した処遇をすること。 

特技及び適性の発見に努め、これに応じた指導をすること。 

可塑性に期待し、積極的な働き掛けを行うこと。 

体育活動を活発に実施すること。 

注 ２以上の属性が組み合わさった場合（例えば、ＦＬＹ、ＷＩＪ等）」は、それぞれの属

性別の処遇の標準を組み合わせて標準とするが、この場合においては、表示順序が先の属

性の処遇の標準を優先させること。 



 

犯罪傾向の進度に応じた処遇の標準 

犯罪傾向の進度 特に重視すべき処遇重点事項 

Ａ 

刑執行開始時の指導を十分に行うこと。 

自律性を養わせ、できる限り自治活動を取り入れること。 

更生意欲を培わせ、収容期間中の目標を自ら立てさせること。 

Ｂ 

厳正な態度をもって接すること。 

保安及び警備を厳重にすること。 

被収容者間の人間関係、特に反社会性集団の派閥関係に留意した処遇

をすること。 

勤労の意欲及び習慣を培わせるための指導をすること。 

引受人及び帰住先の確保のための指導及び援助をすること。 

 



 

 

別紙様式１ 

                         ○発第    号 

 年  月  日 

 

 

○○矯正管区長 殿 

 

 

                        ○○○○所長  

 

 

受刑者の区分外収容について（申請） 

当所収容中の下記受刑者について、処遇区分外の収容をする必要がありますので、下記

のとおり申請します。 

記 

１ 受 刑 者 氏 名 

２ 生年月日・年齢       年  月  日生（ 歳） 

３ 本 籍 地 

４ 刑の執行関係 

（１）罪   名 

（２）刑名・刑期   

（３）刑期起算日  （元号）  年  月  日 

（４）刑期終了日  （元号）  年  月  日 

（５）入所年月日  （元号）  年  月  日 

５ 処 遇 指 標 

６ 本 犯 の 概 要 

 

７ 申 請 の 理 由 

 

８ 区分外収容期間 

 

９ その他参考事項 

 

 

 

 

※ 移送先の刑事施設において処遇区分外収容をすることについて申請する場合には、「そ

の他参考事項」欄に、区分外収容を行うこととなる刑事施設名（希望する移送先施設名）

を記載すること。 



 

 

別紙様式２ 

                         ○発第    号 

                         年  月  日 

 

 

矯正局長 殿 

 

 

                         ○○矯正管区長 

 

 

受刑者の区分外収容について（上申） 

管下○○○刑務所長から、標記について別紙のとおり申請がありましたが、下記の理由

により、処遇区分外の収容が必要と認められますので、上申します。 

記 

１ 上申の理由 

 

 

２ その他参考事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 別紙様式１により刑事施設長から矯正管区長宛てになされた申請書を添付すること。 


